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【開催日】 令和５年５月１１日（木） 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午前９時５５分 

【出席委員】 

委 員 長 大 井 淳 一 朗 副 委 員 長 宮 本 政 志 

委 員 伊 場 勇 委 員 笹 木 慶 之 

委 員 森 山 喜 久   
 

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

議 長 髙  松  秀  樹 副 議 長 中  村  博  行 
 

【執行部出席者】 

なし 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 河  口  修  司 事 務 局 次 長 中  村  潤之介 

議 事 係 長 山  田  寿実子 議 事 係 主 任 岡  田  靖  仁 
 

 

【審査内容】 

１ 令和５年第２回（５月）臨時会に関する事項について 

２ 申し入れ書（山陽小野田市議会６月定例会以降に開催されます本会議また

委員会等、市議会が定める公開される会議の撮影を許可していただきます

よう申請いたします。）について 

３ その他 

 

午前９時 開会 

 

大井淳一朗委員長 ただいまより第４６回議会運営会を開会いたします。お手

元にあります付議事項に従って進めてまいります。その前に、報道機関

より録音の申出がありましたので、これを許可したいと思います。それ
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ではまず、付議事項１点目、令和５年第２回（５月）臨時会に関する事

項についてです。（１）会期案についてです。 

 

山田議会事務局議事係長 それでは付議事項１、令和５年第２回（５月）臨時

会に関する事項について御説明します。（１）会期案についてから（３）

議事日程案についてまでを一括で御説明します。（１）会期は、５月１

７日水曜日から５月２６日金曜日までの１０日間としたいと思います。

今回の議案については、資料１を御覧ください。総務文教常任委員会が

３件、産業建設常任委員会が１件、一般会計予算決算常任委員会が２件、

人事案件が２件となり、合計８件となっています。２件の人事案件につ

いては、申し合わせ事項６２により行うことになります。参考までに掲

載しておりますので御覧ください。なお、通例では同意が得られました

ら、その後に挨拶をしていただいております。（２）執行部出席者のう

ち異動のあったものの自己紹介を行います。こちらは申し合わせ事項１

３１により行うことになります。参考までに掲載しておりますので御覧

ください。（３）議事日程案については、資料２を御覧ください。本会

議の初日は５月１７日水曜日となります。１７日水曜日は、午前１０時

に本会議を開会し、執行部出席者のうち異動のあったものの自己紹介を

行います。その後、議事に入り、まず会期の決定を行います。続いて、

同意２件を一括上程、提案理由の説明、質疑、討論及び採決となります。

続いて、議案６件を一括上程、提案理由の説明、質疑及び委員会付託を

行います。その後、本会議を休憩して、一般会計予算決算常任委員会を

開催します。これは、不在となっている同委員会の副委員長を互選する

ためのものです。同委員会終了後、本会議を再開し、事務局長が互選の

結果を報告します。本会終了後、付託先となるであろう総務文教に係る

委員会、分科会と民生福祉に係る分科会を同時開催としております。１

８日木曜日は、９時から、付託先となるであろう産業建設に係る委員会、

分科会を開催としております。１９日金曜日は委員会予備日とし、２０

日土曜日及び２１日日曜日は休会、２２日月曜日及び２３日火曜日は議

事整理のため休会としております。２４日水曜日は一般会計全体会とし、
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２５日木曜日は休会とし、２６日金曜日は本会議最終日とし、午前１０

時から、付託案件に対する委員長報告、質疑、討論及び採決を行います。

以上のような日程案を組んでおります。 

 

岡田議会事務局議事係主任 補足いたします。資料２の、５月１８日木曜日の

産業建設常任委員会についてです。この資料を調整している段階では午

前１０時からを想定しておりましたが、その後、委員の皆様で調整があ

りまして、午前９時から開会になりましたが、これが資料に反映されて

おりませんでした。 

 

大井淳一朗委員長 ただいま事務局から報告がございました。皆さんのほうで

確認したいことがございますか。（「ありません」と呼ぶ者あり）よろ

しいですね。それでは（４）エコスタイルについて。 

 

山田議会事務局議事係長 本市では５月１日から１０月３１日までをエコスタ

イル期間として、クールビズの取組を行っています。議会でも同様とす

るところですが、今臨時会初日では執行部における、異動された方の挨

拶があることから、慣例どおり正装、つまり上着、ネクタイ着用とし、

本会議終了後からクールビズとしたいと考えています。 

 

大井淳一朗委員長 ただいま報告がございましたが、エコスタイルについてよ

ろしいですか。続きまして付議事項２点目、撮影許可の申出書について

です。資料３を御覧ください。これは前回までの議論の中で、報道機関

と一般傍聴者につきましては、写真撮影のみということで、動画撮影は

認めないということを決定いたしました。それを反映した形で、撮影許

可申請書も報道用と一般用に分けるべきではないかということも指摘さ

せていただきまして、それらを反映した資料が資料３となっております。

これについて事務局のほうで説明することがあったら説明をお願いした

いと思います。 
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山田議会事務局議事係長 付議事項２、申し入れ書について。先日、陳情者に

対しては既に回答を差し上げたところですが、本申入れに係る議論の中

で、撮影許可申請書を見直すという課題がありました。先日の議論を踏

まえて事務局が作成した案を資料３として配付しておりますので、御覧

ください。申請書には、本会議用、委員会用、全員協議会用、政治倫理

審査会用がありますが、修正箇所は同じであるため、本会議用を例にし

て一括で御説明します。本会議の写真撮影許可申請書（一般用）及び本

会議の撮影許可申請書（報道用）を御覧ください。色付けしている修正

箇所のうち主なものを御説明します。まず、報道の方と一般の方では撮

影の手段が異なるため、各申請書を報道用と一般用の２種類に分けまし

た。これに伴って、申請書中で一般か報道かを選ぶ箇所等を削除してお

ります。続いて、裏面の米印、撮影に当たっての傍聴人の守るべき事項

の各号の下に、違反した場合には次回以降の申請を不許可とする場合が

ある旨を記載しました。これらに加えて、一般の方には写真撮影のみを

認めると決定したことから、一般用の申請書については、表面の使用機

器と台数の欄をカメラ、三脚、その他とし、裏面の米印、撮影に当たっ

ての傍聴人の守るべき事項において、１、写真撮影のみを行うこと。（動

画の撮影及び録音を行わないこと。）、２、撮影した写真又はそのデー

タを市議会事務局職員に閲覧させること。を加え、また随所に写真撮影

という文言を入れております。 

 

岡田議会事務局議事係主任 この点についても補足させていただきます。本会

議の写真撮影許可申請書（一般用）を御覧ください。こちらの裏面にな

ります。写真撮影に当たって、傍聴人の守るべき事項の２番目ですが、

ただいま撮影した写真またはそのデータを市議会事務局職員に閲覧させ

ることと記載しています。これは作成いたしました際に、事務局職員が

写真を確認するという考えでつくってしまったのですが、よくよく考え

ると、傍聴人が撮影された物を確認する趣旨は、誤って動画データを撮

っていらっしゃらないかを確認するということとなりますので、この点

を、「撮影した写真又はそのデータ」を閲覧ではなく、「撮影したデー
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タ」を事務局職員に閲覧させることとするほうが適当かもしれないと、

ただいま思いましたので補足させていただきます。また、もしそうであ

るならば、一番下、本許可に基づいて撮影した写真を確認しましたとい

う事務局の確認欄も、本許可に基づいて撮影したデータを確認しました

とするほうが、適当かと思いますのでその点も踏まえて、御議論をお願

いいたします。 

 

大井淳一朗委員長 ただいま事務局から説明がございましたが皆さんのほうで。 

 

森山喜久委員 今事務局から指摘ありましたように、写真撮影許可申請の一般

用の関係でありますが、裏面の２番。「撮影した写真またはそのデータ」

については、「撮影したデータ」、と修正したほうが、この間の議論に

そぐうと思いますので、そちらに変更を求めたいと思います。 

 

大井淳一朗委員長 そうですね。今、事務局が言われたことを踏まえて、もし

みんながよければそれでいいですし、ほかの案があればまた考えます。 

 

森山喜久委員 修正の話をしたときに、上記に違反した場合には、のところで、

「本許可を取消し並びに写真及び撮影データ」のこれ、「撮影データを

破棄していただく場合」と修正したほうがよろしいかと思います。 

 

大井淳一朗委員長 ほかの方はどう思いますか。 

 

岡田議会事務局議事係主任 この点に関しても、今考えてみたのですが、撮影

に当たって傍聴人の方にお守りいただく事項は、動画撮影を行わないこ

と以外にも様々ございます。例えば、そういった事例が起きる可能性は

低いかもしれませんが、ポラロイドカメラのようなものでしたら写真を

撮影したその場で写真が出てまいります。そういった写真を撮られた際

に、何か動画を撮る以外の注意事項を破って、例えば目的外に使用しな

いこととか、他の傍聴人を写さないこと、こういったことを破られた場
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合、その写真そのものを破棄する可能性があると考え、このような文言

にいたしました。 

 

大井淳一朗委員長 そうなるとここは変えないほうがいいかもしれませんね。 

 

宮本政志副委員長 先ほど主任が説明されたところは、僕が今この件で、二つ

聞きたかったうちの一つで、そこはいいと思う。それで、一番下の、先

ほど森山委員も少し触れたけど、「上記に違反した場合には本許可を取

消し」でしょう、この本許可というのはそのときの許可申請の許可を取

り消すということでしょう。そうすると、そのことそのものがもうなか

ったことになるってことでしょう。でもその下には破棄していただく場

合があります。場合があるってことは、もしかしたらないかもしれない

というのは少しおかしいなと思った。本許可が取り消されたのなら、全

てにおいてもうなかったことになるのなら、もうこのデータは破棄して

いただきますと断言しておかないと、と思ったけどその辺り、主任どう

思いますか。その解釈はどうかな。 

 

岡田議会事務局議事係主任 はい。この文言を考慮するに当たって、様々なケ

ースが考えられると思いまして。すいません、まだ具体的な事例に当た

ってないので、できる規定として、例えばこの守るべき事項に違反があ

った。ただその違反が軽微であり、特定の写真を削ることだけで、その

瑕疵がなくなるという事例があった場合に、許可を取り消すまではいか

ないときがあるのではないか、またその許可を取り消さない場合は一部

の写真の削除だけでもいいのではないか。そういった意味ではできる規

定として削除すべきものと、削除しなくてもよいものを分けることがで

きるようにと考えこのような文言にいたしました。 

 

宮本政志副委員長 また、事務局とこちらで打合せして、さっき私が言ったと

こも踏まえて判断しましょうね。 
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大井淳一朗委員長 いや、先ほどの撮影した写真を削除するという文言の訂正

もあります。先ほどのやりとりもありますので、これは、それらを踏ま

えてやりますが、そうだな。今日はいいかな、次の議運に出すか…。（発

言する者あり） 

 

宮本政志副委員長 変更があったら、周知期間が多少は必要になるかもしれな

いから、もし、あまり時間がかからないようであれば今日、議論も含め

て決めたほうがいいかな。 

 

岡田議会事務局議事係主任 少しお時間を頂けましたら、今の点を修正をさせ

ていただきまして、新しく資料としてお示ししたいと思いますがいかが

でしょうか。  

 

大井淳一朗委員長 では、そのようにしていただければと思います。ではちょ

っと休憩しましょう。暫時休憩。 

 

午前９時１８分 休憩 

 

午前９時３８分 再開 

 

大井淳一朗委員長 それでは委員会を再開いたします。撮影許可申請書の面で

すね。こちらのほうで少し文言の修正をしていただきましたので、その

箇所を読んでいただければと思います。 

 

岡田議会事務局議事係主任 それでは、修正した箇所を読ませていただきます。

まず、写真撮影に当たっての傍聴人の守るべき事項の２番です。こちら

を「撮影したデータを市議会事務局職員に閲覧させること」といたしま

した。また、一番下、「本許可に基づいて撮影したデータを確認しまし

た」と修正いたしました。そして、休憩前、最後に御指摘いただいたこ

とにつきまして、「上記に違反した場合には、本許可を取り消す場合が
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あります。」まずここで一度区切りました。そしてその取り消された場

合、「なお、許可を取り消した場合には、当該写真及び撮影データを破

棄していただきます。」こちらを言い切りました。そしてさらに、また、

違反した場合には、次回以降の申請を不許可とする場合があるという意

味で「また、次回以降の申請を不許可とする場合があります」という文

言にいたしました。 

 

大井淳一朗委員長 今、報告ありましたように修正したいと思いますがよろし

いでしょうか。（「異議なし」と呼ぶ者あり）なお細かい表現等につい

ては委員長一任でお願いしたいと思います。ありがとうございました。

はい。それでは、付議事項３点目のその他です。（１）全員協議会の開

催日時についてお願いします。 

 

山田議会事務局議事係長 議運決定事項の報告のため、５月１７日水曜日午前

９時３０分から全員協議会を開催したいと考えています。 

 

大井淳一朗委員長 このようにしたいと思います。それでは（２）その他です

が、皆さん御承知のように新型コロナウイルスの位置づけが、第５類に

変わりました。それで対策本部も廃止になりまして、そういった流れも

変わりつつあります。そういった関連で事務局から報告があるというこ

とで。 

 

岡田議会事務局議事係主任 現在、新型コロナウイルス感染症対策の一環とし

て、傍聴人の皆様、そして議員の皆様に検温していただきまして、また、

事務局職員も同じように検温しております。この点につきまして新型コ

ロナウイルスが、先ほど委員長がおっしゃいましたように、取扱いが変

わりましたので、この検温の取扱いについても、議会においていかがさ

れるか御議論いただけたらと思います。 

 

大井淳一朗委員長 皆さん御承知のように今、検温に関しまして、特に議員は、
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ノートに記録をしていただいています。傍聴される方は、そこまではな

かったかもしれませんが、事務局で１回検温をしてから入っていただく

と。まずそれについてどうですかね。 

 

宮本政志副委員長 確認だけどね。議会事務局に確認するのはちょっとおかし

いかもしれないけど、新型コロナウィルスの場合は発症したら翌日から

５日間は自宅待機という要請はまだ残っているんじゃないかね。 

 

中村議会事務局次長 職員宛ての通知においては、「症状等を踏まえた上で個

人の主体的な判断となりますが」という前置きがあるものの、発症後５

日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症日をゼロ日スター

トとして５日間は休会、テレワーク等により外出を控えることというの

はあります。 

 

宮本政志副委員長 ということは、それは自己判断のところも、マスクにして

もいろいろあるけど、やはり検温というのは、第９波あるいはまたそ

のウイルスの内容がまた変わるという可能性もあるし―アクリル板の

関係もね、しばらくの間は検温も含めて継続したほうがいいんじゃない

かなと思うんですけど。 

 

大井淳一朗委員長 ほかに。もし、副委員長がおっしゃることに賛同するので

あれば引き続き…。（発言する者あり） 

 

笹木慶之委員 私も、念のために、そういったことについてはしばらく継続し

たほうがいいんじゃないかなと思っております。 

 

大井淳一朗委員長 記録も継続ですか。 

 

笹木慶之委員 今はアクリル板のことです。 
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大井淳一朗委員長 宮本副委員長は、検温やノートも書く。（発言する者あり）

それも引き続きってことですかね。（発言する者あり）なるほど。もち

ろん皆さんで決めることですので。特に、ほかに意見がないのであれば、

引き続き続けていくということでいいですか。検温にもいろいろあると

思います。検温は自主的にする。今検温センサーもありますので、私も

検温をしてから上がって来ています。それと、測った体温をノートに書

くというのがあります。これは議員側。傍聴側は、個人の判断で検温さ

れる方もされない方もいらっしゃるんだけれども、今は一律、傍聴され

る方は、事務局にわざわざ行ってもらって、検温器を当ててもらって入

っていただいている。こういったところの対応をどうしようかというと

ころがあろうかと思います。第５類への位置づけになりまして、そうし

た対応も若干変えていくべきではないかという考え方もできますので、

折衷案ではないんですけれども、検温については議員が自主的にされる、

されないはあると思うんですが、検温していただいてもノートには書か

ないと。あとは傍聴される方に検温器を当てることまではしないと。た

だ、おのおのの判断で、熱があれば傍聴は控えるとか、そういった対応

を取っていただくほうがいいのかと思います。ですので、検温について

は、若干対応を変えたほうがいいかと思うんですけど皆さん、どうです

かね。 

 

伊場勇委員 今、委員長がいろいろ理由等述べていただきまして、そのように

していただけたらいいと思います。 

 

大井淳一朗委員長 そのように対応したいと思います。よろしくお願いします。

なお、先ほど笹木委員が言われたアクリル板とか、あるいはマスクとか、

これを一般質問や委員長報告のときにどうするかがあります。これにつ

いては、別に横並びする必要もないんですけれども、他市の状況も今調

べてもらっていますので、それを踏まえながら６月定例会ぐらいからど

うするかということを考えたいと思います。それでは、以上といたしま

す。そのほか、皆さんのほうでございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）
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議長、副議長もよろしいですね。（うなずく者あり）事務局もよろしい

ですか。（「ありません」と呼ぶ者あり）それでは以上をもちまして第

４６回議会運営委員会を閉じます。お疲れさまでした。 

 

午前９時５５分 散会 

 

令和５年（2023 年）５月１１日 

              

  議会運営委員長 大 井 淳一朗   


